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                ㈱山梨中央銀行 

１．商品名 山梨中銀スカイライト・山梨中銀スカイライトリプレ 

２．商品概要 クレジットカードサービス 

３．ご利用いただ

ける方 

 

山梨中銀スカイライト  
・満２０歳以上の安定収入のある方、もしくは主婦、学生の方 
・当行所定の保証会社の保証が得られる方 
山梨中銀スカイライトリプレ 
・満２０歳以上の女性で、安定収入のある方、もしくは主婦、学生の方 
・当行所定の保証会社の保証が得られる方 
※個人の方で当行に普通預金口座（総合口座、決済用普通預金口座を含む）

を開設してある方に限定します。  

４．カード機能 ショッピングサービス  
  国内および海外のＶＩＳＡ加盟店での物品の購入およびサービスの提

供を受けたことによる、代金・料金の支払いができるサービスです。 
  国内外のＶＩＳＡ加盟店でご利用になれます。 
キャッシングサービス・海外キャッシングサービス 
  ご利用可能枠内でお借入れし、決済日に一括してご返済いただくサービ

スです。 
ＶＩＳＡインターナショナルの提携するＡＴＭでご利用になれます。 

 
５．家族会員 

 

４名まで家族会員の入会ができます。 
本会員の方とご家族会員の方のご利用代金を合わせて、本会員の方のカード

ご利用代金お支払口座から自動引落しとなります。それぞれのご利用額は毎

月のご利用代金明細書で本会員の方の分とまとめてお知らせいたします。 
 

６．国際ブランド ＶＩＳＡ 
 

７．有効期限 ５年間 
有効期限到来時に所定の審査を行ったうえで、審査が応諾となった場合は有

効期限を更新したカードを当行届出住所あてに送付します。 
 

８．利用可能枠 １０万円～５０万円（うちキャッシング０万円～３０万円） 
入会時のご利用可能枠は、会員毎に保証会社の審査により設定されます。 
 

９．お支払い方法 毎月１５日締めで翌月１０日（休日の場合は翌営業日）に決済口座から自動

引落しによりお支払いいただきます。 
 

(１)ショッピング お支払い方法は次の５種類からお選びいただけます。 
(１)１回払い 
(２)２回払い 
(３)ボーナス一括払い（１月、８月） 
(４)リボルビング払い  
(５)分割払い 
※ リボ払い、分割払いについては、ご利用いただけない場合がございます

のでご了承ください。  
 

(２)キャッシング 一括でのご返済となります。 
 

(３)海外キャッシング 一括でのご返済となります。 



（平成２３年１月４日現在） 
 

                ㈱山梨中央銀行 

10．利 息 ま た は 手 数  
料率の計算方法 

 

(1)ショッピング

（リボ払い） 

初回締日（毎月１５日）の翌日より付利単位を１００円とした 1 年を３６５
日とする日割計算にて算出します。 
 

(2)ショッピング

（分割） 

初回締日（毎月１５日）の翌日より付利単位を１円とした月割計算にて算出

します。 
 

(3)キャッシング ご利用日の翌日より付利単位を１００円とした１年を３６５日とする日割

計算にて算出します。  
 
金利情勢等によって、金利（年率）が変更になる場合があります。  
 

①ショッピング（一括） 
②ショッピング（２回払） 
③ショッピング（ボーナス払） 

なし 

④ショッピング（リボ払） １５．０％  
⑤ショッピング（分割払） 実質年率１２．０％～  

１４．７５％ 
⑥キャッシング一括 １５．０％  

 

⑦海外キャッシング １５．０％  

 

11．金利（年率） 
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＜リボルビング払いのお支払い例＞ 
（元金定額コース１万円、実質年率１５．０％の場合）  
８月１６日から９月１５日までに５０，０００円ご利用の場合 
■初回（１０月１０日）お支払い（ご利用残高５０，０００円） 
 ①お支払い元金 １０，０００円 
 ②手数料 ありません 
 ③弁済金 １０，０００円 
 ④お支払い後残高 ５０，０００円－１０，０００円＝４０，０００円 
■第２回（１１月１０日）お支払い（ご利用残高４０，０００円）  
 ①手数料（９月１６日から１０月１５日までの分。支払期日をまたぐので

元金が途中で変わります。） 
       ５０，０００円×１５．０％×１５日÷３６５日 
      ＋５０，０００円×１５．０％×１０日÷３６５日 
      ＋４０，０００円×１５．０％×５日÷３６５日＝５９５円 
 ②お支払い元金 １０，０００円 
 ③弁済金 １０，５９５円（①５９５円＋②１０，０００円） 
 ④お支払い後残高 ３０，０００円（４０，０００円－１０，０００円） 
＜分割払いのお支払い例＞ 
ご利用代金５０，０００円、１０回払いの場合 
 ①分割払手数料  

５０，０００円×（６．７円／１００円）＝３，３５０円 
 ②分割お支払い合計  
  ５０，０００円＋３，３５０円＝５３，３５０円 
 ③分割お支払い額 ５３，３５０円÷１０回＝５，３３５円 

お支払い回数  3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36 

お 支 払 い 期 間 

（ヶ月）  3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36 

実質年率 (％ ) 12.00 13.25 13.75 14.25 14.50 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.50 

 

利用代金 100 
円 当 た り の 分

割 払 手 数 料 の

額 (円 ) 

2.01 3.35 4.02 6.70 8.04 10.05 12.06 13.40 16.08 20.10 24.12 

 

12．お支払い例 
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13．担保・保証人 三井住友カード㈱の保証をご利用いただきます。（保証料は不要です。） 
 

14．年会費 ①本会員  １，３１２円（消費税等込み）  
②家族会員   ４２０円（消費税等込み）  
本会員、家族会員ともに初年度については年会費無料です。 
２年目からは年間のショッピング利用額が合計１０万円以上の場合は、年会

費が無料となります。（本会員・家族会員）  
また、Ｗｅｂ明細サービスの利用で１年間に６回以上請求がある場合は、年

会費が▲５２５円となります。（本会員のみ） 
 

15．再発行手数料 ５２５円（消費税等込み） 
紛失・盗難・汚損・破損の場合に再発行手数料をいただきます。 
 

16．付帯サービス 山梨中銀スカイライトＥＴＣカード（年会費無料） 
 国内の有料道路の料金所で支払いのために止まることなく通行ができる

カードです。ご利用代金は、通常のカードご利用代金と同様に自動引落し

となります。 
山梨中銀ｉＤ（ケータイクレジット）（年会費無料） 
 クレジットによる後払い式の電子マネーです。ご利用代金は、通常のカー

ドご利用代金と同様に自動引落しとなります。 
 「ｉＤ」マークのあるお店でご利用いただけます。 
 ご利用にはＮＴＴドコモの「おサイフケータイ」が必要です。 
 ※「おサイフケータイ」「ｉＤ」ロゴは、ＮＴＴドコモの登録商標です。 
 

17．カード会員保

障制度 

紛失や盗難によりカードを他人に不正使用され損害が生じても、特別なケー

ス以外は、紛失、盗難の届出日の６０日前以降、当行がその損害を補償しま

す。 
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18．保険サービス (１)海外旅行傷害保険  
本会員、家族会員ご本人が対象となります。  
① 山梨中銀スカイライト  

  
② 山梨中銀スカイライトリプレ 

 
 
(２)国内旅行傷害保険（山梨中銀スカイライトリプレのみ） 
 本会員、家族会員ご本人が対象となります。 

 
(３)お買物安心保険（動産総合保険） 
 国内でのリボ払い・分割払い（３回以上）のご利用や、海外でカードをご

利用して購入された商品の破損、盗難等による損害を補償します。  
① 補償金額 年間１００万円まで（自己負担額３，０００円） 
② 補償期間 購入日及び購入日の翌日から９０日間 

 
19．その他 ① お申込みに際して、当行所定の審査をさせていただきます。審査結果に

よっては、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。  
② ご自宅またはお勤め先にお申し込みの確認のお電話を差し上げることが

ありますので、ご了承ください。  
③ ご利用にあたっては、カードをお届けする際に同封する「ご利用のしお

り」「会員規約」をご覧ください。 

 

自動付帯 300万円

利用条件付帯1,700万円

治療費用

疾病 治療費用

携行品損害 20万円（1旅行中の限度額）

救援者費用 150万円（1年間の限度額）

100万円（1疾病の限度額）

死亡・後遺障害 最高2,000万円

賠償責任 2,500万円（1事故の限度額）

傷害

100万円（1事故の限度額）

自動付帯 300万円

利用条件付帯1,700万円
最高2,000万円死亡・後遺障害

治療費用
50万円

（1事故の限度額）

疾病 治療費用
50万円

（1疾病の限度額）

2,000万円
（1事故の限度額）

15万円
（1旅行中の限度額）

100万円
（1年間の限度額）

携行品損害

救援者費用

死亡・後遺障害

賠償責任

最高2,000万円
（利用条件付帯）

傷害


